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平成 27年度風力発電等に係る地域主導型の戦略的適地抽出手法の構築モデル事業 

公募に係るＦＡＱ 

 

I 公募要領について 

２．公募対象及び要件 

（３） 応募要件 

Ｑ－Ｉ－１ 「風力発電等に係る環境アセスメント基礎情報整備モデル事業」の実施地域

ではありませんが、モデル事業に応募できますか？  

Ａ－Ｉ－１  応募していただけます。 

 

Ｑ－Ｉ－２  「ステークホルダーと意見交換等の協議の場を設けることができる見込みが

あること。」とありますが、同意書等が必要でしょうか？ 

Ａ－Ｉ－２  同意書等の添付は不要です。 

 

Ｑ－Ｉ－３  「進捗状況確認の問合せ等に協力すること。」とありますが、3年度目以降も

報告書等の提出が必要でしょうか？ 

Ａ－Ｉ－３  電話やメール等での問合せを想定しており、報告書等の提出を求める予定は

ありません。 

 

１１．その他留意事項 

（４）経費の区分 

Ｑ－Ｉ－３  本モデル事業の実施にあたり、アルバイトを雇用する場合、経費区分の「賃

金」で計上は可能でしょうか？  

Ａ－Ｉ－３  原則的には賃金で計上することとなります。なお、アルバイトとして計上で

きる経費は、本業務を実施するに当たり必要な経費のみとなります。 

 

（５）委託の形態 

Ｑ－Ｉ－４  「地方公共団体は既存文献収集や環境調査、フィージビリティの検証等業務

の一部を民間調査会社等に外注（再委託）することができる。」とありますが、

再委託額の上限等はありますか？ 

Ａ－Ｉ－４  原則的には再委託費は経費の１／２までの額を上限としますが、環境調査等

明らかに地方公共団体では直接実施することができない業務等に要する費用が、

それ以外に要する費用を上回る場合など合理的な理由がある場合についてはこ

の限りではありません。 

 

Ｑ－Ｉ－５  図２の委託の形態を認める「特段の事情」とは、どのようなケースでしょう

か？  

Ａ－Ｉ－５  例えば、地方公共団体において図１の委託の形態だと執行が困難でモデル事

業に遅れが懸念される場合や、再委託先の確保が困難な場合などが考えられま

す。 
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II 様式：申請書 

Ｑ－II－１  市と民間事業者の共同実施で応募する場合、申請書に記載する代表者は地方

公共団体だけでよいでしょうか？それとも、民間事業者の代表も必要でしょう

か？ 

Ａ－II－１  申請書の代表者は、地方公共団体の代表のみで結構です。 

 

Ｑ－II－２  申請書に公印の押印は必要ですか？ 

Ａ－II－２  押印をお願いします。 

 

Ｑ－II－３  「その他参考資料」とは何でしょうか？ 

Ａ－II－３  提案書を作成するにあたり、補足説明等に添付が必要と思われる資料等を添

付してください。特に様式等は問いません。 

 

Ｑ－II－４  「当該民間事業者に関する概要資料」とは何でしょうか？ 

Ａ－II－４  当該民間事業者に関するパンフレットやホームページ等で公開されている

情報を添付してください。 

 

 

III 別紙１：提案書フォームについて 

１．事業及び公募の目的 

Ｑ－III－１ 「モデル地域名、位置」とは、どの程度の情報を示す必要がありますか？ 

Ａ－III－１ ある程度具体的な地域をお示しいただいても構いませんし、想定可能なおお

よその範囲でお示しいただいても結構です。いずれの場合にせよ、ある程度事

業化が現実的な範囲で地域をお示しください。 

 

２．地域の特性等 

Ｑ－III－２ 「社会経済的な面で特に配慮が必要な対象等」とは何でしょうか？ 

Ａ－III－２ 例えば、陸上風力における農地・空港の制限表面等の状況や、洋上風力の場

合における漁業権・船舶航路等の状況について、現時点で分かる範囲で、記載

してください。 

 

Ｑ－III－３ 「環境面から特に配慮が必要な対象等」とは何でしょうか？ 

Ａ－III－３ 例えば、住宅、鳥類を指標とした重要自然環境（IBA）、自然林、藻場、サン

ゴ礁等の状況について、現時点で分かる範囲で記載してください。 

 

４．風力発電事業の導入条件など 

４－１．物理的な条件 

Ｑ－III－４ 「連系地点までの送電ルート」について、現時点では、ルートや敷設方法に

ついて具体的に記載することが困難です。提案書にはどのように記載すればよ

いでしょうか？ 
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Ａ－III－４ 想定されるルートがあれば記載してください。記載が難しい場合は「現時点

では不明」と記載してください。 

 

４－３．環境調査の内容 

Ｑ－III－５ 「環境調査の内容」は何を書けばいいのでしょうか？ 

Ａ－III－５ 既存情報については、具体的な文献名等まであげていただく必要はありませ

んが、分かる範囲で、収集が必要と思われる環境情報の内容等について記載し

てください。また、環境調査については、本モデル事業を実施するにあたり、

既存情報収集だけでは不足すると思われる内容について、調査項目や調査頻度

等を記載してください。 

 

４－４．事業者 

Ｑ－III－６ 「モデル事業の成果を引き継ぐに当たっての引継ぎの方針や考え方」とは何

でしょうか？ 

Ａ－III－６ 本モデル事業実施以降の事業の実現化に向けて、適地抽出の成果を地方公共

団体から事業者に適切かつ確実に引き継ぐための方針・考え方を記載してくだ

さい。 

 

Ｑ－III－７ 地方公共団体自身が、発電を計画する事業者となって、本モデル事業を実施

することは可能でしょうか？ 

Ａ－III－７ 地方公共団体自らが発電事業者となることを妨げるものではありませんが

本適地抽出手法構築事業では以下のように民間の発電事業者が事業を実施する

ことを前提に「ガイド」を取りまとめることを想定しています。このため、本

モデル事業の趣旨を踏まえ応募についてご検討ください。 

① 本適地抽出手法構築事業では、今回のモデル事業の成果を踏まえ適地抽出

のための「ガイド」を取りまとめ、全国の地方公共団体に活用していただく

ことを目的の一つとしている。 

② この際、現在の風力発電事業者が民間事業者であるケースが多いことから、

地方公共団体と民間の発電事業者との連携を中心に「ガイド」を取りまとめ

ることを想定している。 

 

５．地域創生に関する事項等 

５－１．地域創生に関する事項 

Ｑ－III－８ 「地域振興のための貢献策」とは、どのような内容を記載すればよいのでし

ょうか？ 

Ａ－III－８ 例えば、“地域の農業団体と連携し、発電量の一部を農産物〇〇の加工場で

使用することで、「風のエネルギーを使った○○」のブランド化をバックアップ

する。”など、地域との関わり方や、貢献策について、可能な範囲で具体的に

記載してください。 
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Ｑ－III－９ 「地域での再エネ普及啓発のための貢献策」とは、どのような内容を記載す

ればよいのでしょうか？ 

Ａ－III－９ 例えば、“風力発電の発電量を、役場など地域の人々が多数利用する施設等

で見える化し、身近に感じてもらえる工夫をするほか、地域の環境保全に関わ

る施設等と連携しエコツアーを組み、環境学習の場として活用する。”など、

地域との関わり方や、活用方法について、可能な範囲で具体的に記載してくだ

さい。 

 

６．その他 

６－２．その他記述すべき事項 

Ｑ－III－10 「モデル地域の特殊要件に関すること」とは、どのような内容を指し、具体

的にどのような内容を記載すれば良いでしょうか？ 

Ａ－III－10 特殊要件とは、例えば、適地抽出を予定している海域周辺に、特殊要件とし

てマリンレジャー施設等があり、これらとの関係を調整する必要がある場合な

どが考えられます。このような場合、提案書では、本モデル事業でどのような

調整を予定しているか等についても記載してください。 

 

 

IV 別紙２ 経費支出予定額内訳について 

Ｑ－IV－１  （別紙２）経費支出予定額内訳の根拠として見積書の添付は必要でしょう

か？ 

Ａ－IV－１  応募に当たって、経費支出予定額内訳の根拠として見積書を添付する必要は

ありません。ただし、モデル地域に選定された場合に提出することとなってい

る実施計画書において、添付を求めることがあります。 

 

Ｑ－IV－２  環境調査の積算はどのようにやればよいでしょうか？  

Ａ－IV－２  例えば、環境調査費を見積もる際の参考図書として、「環境影響評価業務積

算資料 配慮書、猛禽類保護の手引き改訂対応版」（2014年 4月、一般社団法

人 日本環境アセスメント協会）があります。本手引きに関し質問等がありま

したら、公募要領 「１０．提出先・問合せ先」までお問い合わせください。 

 

○ その他応募に当たり、ご不明な点等がございましたら公募要領 「１０．提出先・問

合せ先」（下記）までお問い合わせください。 

 

〒102-0092 東京都千代田区隼町２番１３号 ＵＳ半蔵門ビル７階 

一般社団法人 日本環境アセスメント協会 

担当：加藤、佐藤 

TEL：03-3230-3583（直通） 

E-mail：jeas02@jeas.org (加藤、佐藤) 
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Ｑ－IV－３  配慮書の作成に要する費用も経費として計上しても良いでしょうか？  

Ａ－IV－３  配慮書の作成は事業者が実施するものであることから経費として計上でき

ません。ただし、事業者が配慮書を作成する前に、地方公共団体が行う環境調

査の結果や環境配慮の検討の結果を取りまとめるために必要な経費を計上する

ことはできます。この場合、取りまとめを民間調査会社等に委託する場合は外

注費（再委託費）に、地方公共団体自ら取りまとめる場合は、印刷製本費に計

上してください。 

 


